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八
月
十
一
日
（
火
）
午
前
九
時
か
ら
八
幡
事
業
所
に
て
、
「
福
祉
有
償
運
送
の
実
施
に
係
る
実

地
調
査
」
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
北
九
州
市
の
保
健
福
祉
局
地
域
支
援
部
い
の
ち
を
つ
な
ぐ
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
推
進
課
よ
り
野
田
久
敏
地
域
福
祉
担
当
係
長
が
来
ら
れ
ま
し
た
。

福
祉
有
償
運
送
の
実
施
に
係
る

実
地
調
査
が
行
わ
れ
る

保健福祉局地域支援部

いのちをつなぐネットワーク推進課

地域福祉担当係長

野田　 久敏　 氏 書類の確認作業

お
盆
を
過
ぎ
ま
し
て
も
な
お
厳
し
い
蒸
し
暑
さ
が

続
い
て
お
り
ま
す
。

皆
様
お
元
気
で
お
過
ご
し
で
し
ょ
う
か
。

今
年
の
夏
は
こ
と
の
ほ
か
残
暑
が
厳
し
い
よ
う
で
す
。

季
節
の
変
わ
り
目
、
く
れ
ぐ
れ
も
体
調
管
理
に
は
充
分
お
気
を
つ
け
く
だ
さ
い
。

平
成
二
十
七
年
　
八
月

北九州市障害者支援計画

北九州市障害者計画

○障害者基本法11条に基づく計画

○平成24年度～29年度

○本市の将来の障害者施策を推進

するための基本計画と位置づけ、

障害者のための施策に関する事項

を規定

北九州市障害福祉計画

○第3期　平成24年度～26年度

○障害者総合支援法88条に基づく

計画

第4期　 平成27年度～29年度

○障害者総合支援法に基づく障害

福祉サービスの見込み量、提供

体制等を規定

（図①）第
四
期
（
二
十
七
年
度
～
二
十
九
年
度
）

障
害
福
祉
計
画
が
ス
タ
ー
ト

【
継
続
】

再
整
備
事
業

（
平
成
三
〇
年
開
所
予
定
）

　
こ
の
、
福
祉
有
償
運
送
の
実

施
に
係
る
実
地
調
査
は
毎
年
行

わ
れ
、
送
迎
実
態
の
把
握
す
る

た
め
の
調
査
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
昨
年
は
、
小
倉
事
業
所
で
実
地
調

査
が
あ
り
ま
し
た
。

　
今
年
か
ら
新
し
く
「
福
祉
有
償
運

送
」
の
担
当
に
な
ら
れ
た
野
田
係
長

は
、
そ
の
報
告
書
を
基
に
、
「
さ
わ

や
か
」
の
「
活
動
報
告
書
及
び
車
両

点
検
表
」
の
確
認
や
運
転
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
に
対
す
る
点
呼
の
状
況
な
ど
確

認
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
ま
た
、
最
新
の
利
用
者
名
簿
や
運

転
者
名
簿
や
、
自
動
車
登
録
簿
を
確

認
さ
れ
ま
し
た
。

　
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
さ
ん
の
年
齢
や
、

そ
れ
に
伴
う
健
康
管
理
、
ま
た
飲
酒

運
転
防
止
の
取
り
組
み
な
ど
「
さ
わ

や
か
」
が
行
っ
て
い
る
対
策
を
説
明

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
ま
た
、
前
回
の
意
見
交
換
会
に
は

す
べ
て
の
事
業
所
が
参
加
で
き
な
か

　
六
月
六
日
（
土
）
九
時
三
〇
分

か
ら
ウ
ェ
ル
と
ば
た
十
二
階
の

一
二
一
・
一
二
二
会
議
室
で
北

九
州
市
障
害
福
祉
団
体
連
絡
協

議
会
（
以
下
障
団
連
）
の
主
催

で
平
成
二
十
七
年
度
第
一
回
研

っ
た
の
で
、
出
来
る
だ
け
全
事
業
所

が
参
加
で
き
る
よ
う
に
し
て
ほ
し
い

と
お
願
い
し
ま
し
た
。

　
最
後
に
野
田
係
長
は
、
十
一
月
十

五
日
（
日
）
に
ウ
ェ
ル
と
ば
た
で
開
催

さ
れ
る
「
市
民
ふ
れ
あ
い
フ
ェ
ス
タ
」

で
展
示
ブ
ー
ス
を
確
保
す
る
の
で
、
福

祉
有
償
運
送
の
市
民
へ
の
啓
発
や
、
各

事
業
所
の
パ
ネ
ル
や
チ
ラ
シ
な
ど
を
展

示
し
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
さ
ん
の
募
集
に

役
立
て
て
い
た
だ
き
た
い
と
話
さ
れ
、

午
前
十
時
に
終
了
し
ま
し
た
。
　

修
会
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
「
さ
わ
や
か
」
か
ら
は
三
名

が
参
加
し
ま
し
た
。

　
研
修
の
内
容
と
し
て
は
、
北

九
州
市
障
害
福
祉
課
の
坂
元
光

男
課
長
と
発
達
障
害
担
当
の
安

藤
卓
雄
課
長
に
よ
る
「
障
害
福

祉
制
度
に
係
る
事
業
に
つ
い
て
」

と
題
し
て
①
『
平
成
二
十
七
年

度
新
規
事
業
の
説
明
』
と
②
『
障

害
者
差
別
解
消
法
に
つ
い
て
』

の
話
が
あ
り
ま
し
た
。
　

 
 

 

安
藤
課
長
は
「
平
成
二
十
七
年

度
は
新
し
い
第
四
期
北
九
州
市

障
害
福
祉
計
画
（
平
成
二
十
七

年
度
～
二
十
九
年
度
）
の
ス
タ

ー
ト
の
年
に
あ
た
り
ま
す
。
　

北
九
州
市
障
害
者
支
援
計
画
（
図

①
）
に
は
、
北
九
州
市
障
害
者

計
画
と
北
九
州
市
障
害
福
祉
計

画
の
二
つ
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

　
第
三
期
北
九
州
市
障
害
福
祉

計
画
が
平
成
二
十
六
年
度
末
で

期
間
満
了
し
て
お
り
、
第
四
期

に
向
け
て
平
成
二
十
六
年
度
に

一
年
を
か
け
て
計
画
を
策
定
し

ま
し
た
。

皆
様
か
ら
の
ご
意
見
や
パ
ブ
リ

ッ
ク
コ
メ
ン
ト
な
ど
を
頂
き
第

四
期
北
九
州
市
障
害
福
祉
計
画

の
ス
タ
ー
ト
を
切
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。

　
予
算
に
つ
い
て
も
通
常
で
あ

れ
ば
二
月
か
ら
一
年
間
の
予
算

を
審
議
す
る
の
で
す
が
、
今
年

は
市
長
選
が
あ
っ
た
た
め
に
六

月
議
会
に
て
一
年
間
の
予
算
を

決
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
平
成
二
十
七
年
度
の
当
初
予

算
（
障
害
福
祉
関
係
分
）
は
決

定
し
て
い
ま
す
」
と
述
べ
ら
れ
、

今
年
度
の
予
算
に
基
づ
く
重
点

的
に
取
り
組
む
障
害
福
祉
施
策
の

紹
介
が
あ
り
ま
し
た
。
　

　
《
概
要
》
障
害
児
の
療
育
及

び
医
療
の
中
核
施
設
で
あ
る
総

合
療
育
セ
ン
タ
ー
の
再
整
備
に

向
け
て
実
施
設
計
等
を
行
う
。

　
《
概
要
》
外
来
、
リ
ハ
ビ
リ
、

児
童
通
所
の
機
能
を
有
す
る
（
仮

称
）
総
合
療
育
セ
ン
タ
ー
西
部

分
所
（
八
幡
西
区
・
旧
西
部
障

害
者
福
祉
会
館
）
の
新
設
に
向

け
て
入
居
予
定
の
建
物
の
改
修

工
事
等
を
行
う
。

　
　
　
　
　
　
（
裏
面
に
つ
づ
く
）

【
継
続
】

（仮
称
）総
合
療
育
セ
ン
タ
ー

西
部
分
所
整
備
事
業

（
平
成
二
十
八
年
開
所
予
定
）

総
合
療
育
セ
ン
タ
ー

北九州市

平
成
二
十
七
年
度

障
害
福
祉
制
度
に
係
る
事
業
に
つ
い
て

【
１
】
新
規
事
業
の
説
明

【
２
】
障
害
者
差
別
解
消
法
に
つ
い
て



　 　

第２２３号２０１５年８月２８日

【
継
続
】

（
表
面
よ
り
つ
づ
き
）

障
害
者
相
談
支
援
事
業

【
継
続
】

発
達
障
害
者
総
合
支
援
事
業

【
新
規
】

（仮
称
）障
害
者
ワ
ー
ク

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業

【
継
続
】

Ｎ
Ｕ
Ｋ
Ｕ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
Ｉ
（
ぬ
く
も
り
）

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
推
進
事
業

（図②）

《概要》
平成27年4月に保健福祉局障害福祉部内に新設し

た障害者の就労支援に特化した専任組織「障害者

就労支援室」に、市庁舎内の各課の軽易な業務を

切り分け集約し、専任の指導員のもと、知的障害者

や精神障害者の能力や特性に応じた、業務を処理

させ、民間企業への一般就労をサポートすることを

目的とした「（仮称）障害者ワークステーション」を

平成27年7月に設置する。

《事業内容》

市各部署 市各部署 市各部署

障害者ワークステーション

コピー・製本 会場設営

庁
内
各
課
の
軽
易
な
業
務
を
集
約

専任指導員

○集約した業務を障害者の能力に応じて業務を
　 振り分ける

○専門指導員による訓練・指導

○北九州障害者しごとサポートセンターの支援

知的障害者2名　 精神障害者1名

市各部署 市各部署 市各部署

データー入力 会議録作成 封入

《効果》

★知的・精神障害者の民間企業への円滑な就職支援

★就業モデルの周知等による民間企業の雇用促進　 等

北
九
州
Ｎ
Ｕ
Ｋ
Ｕ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
Ｉ
（ぬ
く
も
り
）

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
は

【
継
続
】

難

病

患

者

等

支

援

事

業

　
《
概
要
》
障
害
者
基
幹
相
談
支

援
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
家
庭

訪
問
を
含
む
丁
寧
な
相
談
支
援

を
行
う
。

　
ま
た
、

平
成
二
十

七
年
度
か

ら
サ
ー
ビ

ス
等
利
用

計
画
の
対

象
者
が
全

て
利
用
者

に
な
る
こ

と
に
伴
い
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ

ス
等
の
支
給
決
定
に
際
し
て
、

サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画
及
び
セ

ル
フ
プ
ラ
ン
の
作
成
に
か
か
る

窓
口
対
応
を
強
化
す
る
た
め
の

計
画
相
談
支
援
員
（
各
区
役
所

に
一
名
）
の
配
置
な
ど
を
行
う
。

　
《
概
要
》
北
九
州
市
発
達
障

害
者
支
援
セ
ン
タ
ー
「
つ
ば
さ
」

を
拠
点
に
各
種
相
談
へ
の
対
応

や
市
民
、
支
援
者
に
対
す
る
啓

発
活
動
や
研
修
会
等
を
行
う
と

と
も
に
、
親
の
会
等
へ
の
事
業

補
助
や
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
を
通

じ
た
情
報
の
引
継
ぎ
の
仕
組
み

づ
く
り
を
行
う
等
、
継
続
的
な

支
援
を
実
施
す
る
。

　
《
概
要
》
知
的
障
害
者
や
精

神
障
害
者
に
市
役
所
内
で
の
業

務
経
験
の
場
を
提
供
し
、
民
間

企
業
等
へ
の
一
般
就
労
を
サ
ポ

ー
ト
す
る
こ
と
を
目
的
に
、
新

た
に
「
（
仮
称
）
障
害
者
ワ
ー

ク
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
」
を
設
置
し

専
任
の
指
導
員
と
、
し
ご
と
サ

ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
個
々

の
職
業
能
力
に
応
じ
た
段
階
的

な
就
労
支
援
を
実
施
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
図
②
参
照
）

　
《
概
要
》
共
同
受
注
窓
口
の

運
営
、
魅
力
あ
る

製
品
開
発
、
販
路

拡
大
等
の
支
援
を

行
い
、
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
事
業
所
等
の
製
品
等

の
売
上
増
加
、
ひ
い
て
は
障
害

者
の
工
賃
ア
ッ
プ
、
社
会
参
加

の
促
進
を
図
る
。

　
《
概
要
》
地
域
に
お
け
る
難

病
患
者
等
の
日
常
生
活
の
支
援
や
、

患
者
等
の
自
立
と
社
会
参
加
を

促
進
し
、
患
者
及
び
家
族
の
生

活
の
質
の
向
上
を
図
る
た
め
、

難
病
に
関
す
る
知
識
の
普
及
や

相
談
・
支
援
体
制
の
充
実
・
強

化
に
取
り
組
む
。

　
【
医
療
費
助
成
と
な
る
、
「
指

定
難
病
」
は
、
従
来
の
五
十
六
疾

病
か
ら
三
〇
六
疾
病
に
拡
大
さ
れ

ま
し
た
（
平
成
二
十
七
年
七
月
一
日
か
ら
）

】

　
各
事
業
所
等
が
個
々
に
行
っ
て

い
た
商
品
開
発
や
販
路
開
拓
等
を
、

多
く
の
事
業
所
が
共
に
協
力
し
て

行
い
、
さ
ら
に
は
福
祉
の
垣
根
を

超
え
、
い
ろ
い
ろ
な
専
門
分
野
の

人
々
と
つ
な
が
り
、
北
九
州
ら
し

い
あ
た
た
か
な
魅
力
あ
ふ
れ
る
商

品
を
開
発
し
よ
う
と
い
う
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
で
す
。
　
　
　

　障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （差別解消法）の概要

　
《
概
要
》
障
害
者
差
別
解
消

法
の
平
成
二
十
八
年
四
月
施
行

に
向
け
（
図
③
）
、
「
北
九
州

市
障
害
者
差
別
解
消
法
連
絡
会
議
」

等
（
図
④
）
に
お
い
て
「
相
談
・

紛
争
防
止
の
た
め
の
体
制
整
備
」
、

「
周
知
啓
発
活
動
」
等
、
国
の
「
基

本
方
針
」
が
求
め
る
様
々
な
支

援
措
置
の
具
体
化
を
検
討
し
、

障
害
を
理
由
と
し
た
差
別
の
解

消
を
推
進
す
る
。
な
ど
、
『
重

点
的
に
取
り
組
む
障
害
福
祉
施
策
』

の
８
つ
の
項
目
に
つ
い
て
話
さ

れ
ま
し
た
。

　
安
藤
課
長
は
、
「
時
間
の
都

合
上
、
詳
し
い
話
が
出
来
ま
せ

ん
で
し
た
の
で
、
ま
た
の
機
会

に
時
間
を
頂
戴
し
て
議
論
し
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
何
か
質
問
等
が
あ
れ
ば
、
遠

慮
な
く
障
害
福
祉
課
の
方
に
メ

ー
ル
・
電
話
を
い
た
だ
け
れ
ば
、

応
対
い
た
し
ま
す
」
と
話
さ
れ
、

研
修
会
は
午
前
十
時
に
閉
会
し

ま
し
た
。

【
継
続
】

障
害
者
差
別
解
消
法
推
進
事
業

シール貼り

（図③）

障害者基本法 第4条 基本原則　 差別の禁止

第1項：障害を理由とする差別等の権利侵害行為の禁止

何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する
行為をしてはならない。

第2項：社会的障壁の除去を怠ることによる権利侵害の防止

社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現に存在し、かつ、その実施に伴う
負担が過重でないときは、それを怠ることによって前項の規定に違反することとならないよう、
その実施についてかつ合理的な配慮がされなければならない。

第3項：国による啓発・知識の普及を図るための取組

国は、第一項の規定に違反する行為の防止に関する啓発及び知識の普及を図るため、
当該行為の防止を図るために必要となる情報の収集・整理及び提供を行うものとする。

具体化

差別的取扱い禁止
国・地方公共団体等

民間事業者
法的義務⇒

合理的配慮の不提供の禁止
国・地方公共団体等

民間事業者

⇒

⇒

法的義務

努力義務

政府全体の方針として、差別の解消の推進に関する基本方針を策定（閣議決定）

●国・地方公共団体等→当該機関における取組に関する要領を策定※

●事業者　 　 　 　 　  →事業分野別の指針（ガイドライン）を策定

実効性の確保

※地方の策定は努力義務

主務大臣による民間事業者に対する報告徴収、助言・指導、勧告

具体的な対応

Ⅰ.差別を解消するための措置

紛争解決・相談　 　 相談・紛争解決の体制整備→既存の相談、紛争解決の制度の活用・充実

地域における連携　 障害者差別解消支援地域協議会における関係機関等の連携

啓発活動　 　 　 　   普及・啓発活動の実施

情報収集等　 　 　    国内外における差別及び差別の解消に向けた取組に関わる情報の収集、

                                            整理及び提供

Ⅱ.差別を解消するための支援措置

施行日：平成28年4月1日（施行後3年を目途に必要な見直し検討）

（図④）

※障害を理由とした差別の解消のための取組を通して
“共生のまちづくり”を進めるため、障害者・障害者
　団体、民間事業者、学識経験者等の様々な分野の人
　がそれぞれの役割や連携について、話し合う会議。

※下記の5つの会議を総称して「北九州市障害者差別
　解消法連絡会議」とする。

相談等体制会議

【目的】
・障害を理由とした差別にかかる相談、紛争
　防止・解決について各主体の役割・連携に
　ついて、話し合う会議

事例研究会議

【目的】
・実際に差別が疑われる事例や、社会的障壁
　を取り除くための好事例を参考に、望まし
　い配慮について、各主体の取り組みや連携
　について話し合う会議

普及啓発会議

【目的】
・障害を理由とした差別解消に向けて、障害
　への理解や、法律の周知啓発について、各
　主体の役割や、連携について話し合う会議

情報保障会議

【目的】
・障害のある方のコミュニケーション支援の
　充実に向けて、各主体の役割や、連携につ
　いて話し合う会議

バリアフリー会議

【目的】
・様々な障害者の利用しやすさの視点から、
　公共施設等の整備について話し合う会議

各会議の代表者による連絡会の開催（随時）各会議の代表者による連絡会の開催（随時）


